
期　日 地区割（目安） 会　場
2月18日（月）
　19日（火）
20日（水）

地区割日（目安）に
申告できない人（市内全域）

市役所9階
大会議室 

2月21日（木） 三沢区、橋原区
川岸支所

2月22日（金） 新倉区、駒沢区、鮎沢区
2月25日（月）

西堀区、東堀区
長地支所2月26日（火）

2月27日（水） 中屋区、中村区、横川区
2月28日（木） 小坂区、花岡区 湊支所
3月  1日（金）
　　4日（月）

地区割日（目安）に
申告できない人（市内全域）

市役所
9階

大会議室

3月  5日（火） 今井区
3月  6日（水） 小井川区
3月  7日（木） 岡谷区、新屋敷区
3月  8日（金） 下浜区、小尾口区、上浜区
3月11日（月） 小口区、西堀区
3月12日（火） 間下区
  3月13日（水）
  　  14日（木）
  　  15日（金）

地区割日（目安）に申告できな
かった人（市内全域）

市県民税および所得税の申告相談日程
時間…午前8時30分～午後4時 （各支所は午前9時～）
※市役所庁舎の管理上、朝7時30分前の入庁はでき
ません。
※受付は午後3時30分までに済ませてください。
※3月5日（火）・13日（水）は夜間相談を開催。
　（午後5時～７時）

※地区割りは目安です。ほかの期日でも相談できます。

●市県民税のみの申告相談

●市県民税および所得税の申告相談

　この申告は、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料などを算出する基礎となるほか、各種
届出、申請に必要な税関係証明書を交付する場合の重要な資
料となります。
【市県民税の申告をするみなさんへ】
　申告期間中の混雑緩和のため、市県民税の申告に限定した相
談日を設けています。市県民税についての申告相談は、2月14
日・15日の２日間にお越しください（所得税の確定申告はお受け
できませんのでご注意ください）。郵送で市県民税の申告を行い
たい人は、税務課までお問い合わせください。

所得税・市県民税の申告相談が始まります！早めの準備で
早めの申告を

問合せ●税務課（内線1121・1122・１１２５～１127）

　例年2月上旬開催の、税理士会による所得税の
無料還付申告相談は、市役所9階大会議室で同時
開催となりました。
時間…午前10時～正午・午後1時～３時

期  日 会  場
　　2月14日（木） 市役所9階

大会議室　　　　15日（金）

インターネットを利用した、
便利な国税電子申告・納税システム 「ｅ-Ｔａｘ」
詳しくは国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

次の申告のご相談は諏訪税務署でお受けします
※市役所では申告相談できません。

問合せ●諏訪税務署 ☎５７-５２１１

■土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却や交換
■損失、繰越損失
■住宅借入金等特別控除の初年度の申告
■青色申告　　　　■消費税、贈与税の申告
■外国人の申告　　■準確定申告（死亡した人の申告）
■過年度の申告（29年分以前）

【公的年金のみの所得者の申告区分フローチャート】

□ 平成30年分は確定申告書を提出

□はい

□はい

□はい

□いいえ

□いいえ

□いいえ

□ 平成30年分は住民税の申告書を提出

所
得
税
の
確
定
申
告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、外国の
制度に基づき国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象となら
ない公的年金等の受給がない

次のいずれかに当てはまるときは、住民税の申告が必要です
①公的年金等に係る雑所得のみがある人で「公的年金等の源泉徴
収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき

②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等以外に申告する所得がない

公的年金等以外の申告する
所得は20万円以下である

所得税の確定申告書の提出は
不要です★
（還付を受けるための確定申告書の
提出はできます。）

所得税の確定申告書を提出し
てください
（所得税額が発生しない場合は、所
得税の確定申告は不要です。）

住
民
税
の
申
告

★平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書で、配偶者氏名欄の記
入をしていない人でも、配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。
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【申告に必要なもの】
●印鑑
●下記の①または②のいずれかの書類
①個人番号（マイナンバー）カード
②番号確認書類（通知カード等）+身元確認書類（運転免許証等）
※確定申告書および住民税申告書の提出の際には、申告者本人・
控除対象配偶者・控除対象扶養親族などの個人番号の記載が必
要です。また、個人番号の記載がない申告書は、後日税務署か
ら連絡がある場合があります。

●所得（収入）を証明する書類
①平成30年中の所得が明らかになる資料（給与、公的年金等の源
泉徴収票の原本、報酬、一時所得、配当などの支払調書など）

②営業等、農業、不動産所得のある人は収支内訳書（事前に収入、
経費を計算し、領収証もお持ちください）

●控除を証明する書類（平成30年中に支払った保険料などがわかる資料）
①国民年金保険料、生命保険料、地震保険料は支払証明書
②医療費控除を受ける場合は記入済みの医療費控除の明細書、医
療保険者からの医療費通知（医療費のお知らせなど）

※人ごと、医療機関ごとに集計し、明細書を作成していないと、相
談を受けられない場合があります。

※セルフメディケーション税制の場合は、一定の取り組みを行ったことがわかる書
類および記入済みのセルフメディケーション税制の明細書をお持ちください。

③健康保険料、介護保険料は支払った金額がわかるもの　など
●還付となる場合は、還付口座がわかるもの

国民健康保険加入者で平成30年分
の医療費控除を申告する人へ
　11、12月の医療費が高額になる場
合、高額医療費申請にも医療機関の領
収書が必要になりますので、申告前に
必ずコピーをしておいてください。

問合せ●医療保険課（内線1189）

介護保険の要介護認定を受けている人は、障害者控除が受けられる場合があります
　介護保険の要介護認定を受けている６５歳以上の人（およびその人を扶養している
ご家族）のうち、一定の要件に該当する場合には「所得税や市県民税の障害者控除の
適用」が受けられます。要件に該当するかどうかは、介護福祉課『障害者控除の相談
窓口』へお問い合わせください（電話も可）。該当する人には、窓口にて「障害者控除
対象者認定書」を交付します。
※障害者手帳を持っている人は、控除対象の
　ため、上記の認定書は不要です。

　問合せ●介護福祉課
（内線1281～1285）　

【申告しなくてもよい人】
●平成30年中の収入がない、または非課税収入（遺族・
障害年金、失業給付金、児童扶養手当など）のみで、
家族の年末調整、確定申告などで扶養親族となる人

●１か所からの給与所得のみで、年末調整済みの人
●公的年金等の収入が400万円以下で、各種控除を受
けない人

【市県民税の申告が必要な人】
（平成31年1月1日現在、岡谷市に在住の人）

●市県民税は、原則すべての所得の申告が必要です。
●公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が
20万円以下の人は、確定申告が不要ですが、公的
年金に係る所得以外の所得がある場合や、生命保険
料控除、地震保険料控除、医療費控除や源泉徴収
票に載っていない扶養控除や配偶者特別控除などを
受ける場合は、市県民税の申告が必要です。ただし、
所得税の還付を受ける場合には所得税の確定申告が
必要です。ご不明な点は、お問い合わせください。

●平成30年中の収入がなく、どなたの扶養親族にもな
っていない人は、収入がない旨の申告をお願いします。
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減の
対象になる場合があります。

〈税制改正などの内容〉 ①配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがされました。
配偶者控除および配偶者特別控除について、申告者本人の合計所得金額により控除額が逓減・
消失します。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられました。

②住民税の非課税限度額の対象者が控除対象配偶者から同一
生計配偶者に変わりました。
配偶者の合計所得金額が38万円以下である同一生計配偶者の場
合、住民税の非課税限度額の計算の際に、扶養人数に加えるこ
とができることとされました。

上段：配偶者の給与収入　下段（　）：合計所得金額
～103万円
（～38万円）

～150万円
（～85万円）

～155万円
（～90万円）

～160万円
（～95万円）

～167万円
（～100万円）

～175万円
（～105万円）

～183万円
（～110万円）

～190万円
（～115万円）

～197万円
（～120万円）

～201万円
（～123万円）

201万円超
（123万円超）

配偶者控除＊ 配偶者特別控除
～1,120万円
（～900万円） 38万円 38万円 36万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 －

～1,170万円
（～950万円） 26万円 26万円 24万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 －

～1,220万円
（～1,000万円） 13万円 13万円 12万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 －

1,220万円超
（1,000万円超） － － － － － － － － － － －

＊70歳未満
上
段
：
納
税
者
本
人
の
給
与
収
入

下
段（　

）：
合
計
所
得
金
額

③調整控除の人的控除額が変更となりました。
調整控除は、所得税と個人住民税の所得控除における
控除差に起因する負担増が発生しないように設けられ
たもので、今回の配偶者控除等の見直しに伴い、調整
控除へ反映させることとされました。
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番号 職種 勤務先 業務内容 募集人数 勤務時間 資格など 担当・問合せ

① 臨時事務員 湊支所 窓口受付業務および
一般事務 1名 午前8時30分～午後5時15分

（隔日勤務） パソコン操作のできる人 湊支所
☎22-2300

② 臨時事務員 市民環境課
犬の登録、霊園、交通
災害共済等の窓口受付
業務および一般事務

1名 午前9時30分～午後5時15分 パソコン操作のできる
人、普通運転免許

市民環境課
（内線1166）

③ 臨時事務員 市民環境課 環境保全、環境基本
計画に係る一般事務 1名 午前9時～午後4時45分 パソコン操作のできる

人、普通運転免許
市民環境課
（内線1142）

④ 臨時事務員 医療保険課 窓口受付業務および
一般事務 1名 午前8時30分～午後4時15分 パソコン操作のできる人 医療保険課

（内線1174）

⑤ 保健師または
介護支援専門員 介護福祉課 介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント業務ほか 1名 午前9時～午後3時45分 パソコン操作のできる
人、普通運転免許

介護福祉課
（内線1269）

⑥ 臨時保育士 市内保育園 保育園での保育補助 若干名 午前8時30分～午後4時15分
（週5日または週3日勤務）

保育士（幼稚園・小学校・
養護学校教諭の普通免
許状のある人も可）

子ども課
（内線1262）⑦ 長時間保育

補助員 市内保育園 朝・夕の保育補助 若干名 午前7時30分～ 8時30分
午後4時～7時30分

朝・夕ともに勤務可能で
保育に関心のある人

⑧ 臨時調理員 市内保育園 保育園の調理業務・栄
養業務補佐 若干名 ①午前8時30分～午後4時15分

②午前8時30分～午後2時
特になし（栄養士・調理
師資格のある人は考慮）

⑨ 臨時相談員
子育て支援セン
ターぱんだぐみ
（市内保育園）

子育て相談 若干名 午前8時30分～午後2時
保育士（幼稚園・小学校・
養護学校教諭の普通免
許状のある人も可）

子ども課
（内線1266）

⑩ 臨時事務員 工業振興課 テクノプラザおかや業
務に係る一般事務補助 1名 午前9時30分～午後5時15分

(時間調整あり) パソコン操作のできる人
工業振興課（テク
ノプラザおかや）
☎21-7000

⑪ 臨時作業員 土木課 道水路の補修、道路
清掃等管理 若干名 午前8時30分～午後4時15分

（時間調整あり）
準中型（5t限定）免許以上
（ただしAT限定不可）

土木課
（内線1322）

⑫ 嘱託調理員 市内
小中学校

小中学校の給食調理
業務 6名 午前8時15分～午後4時 普段料理をしている人、

体力に自信のある人

教育総務課
（内線1218）

⑬ 臨時事務員 市内
小中学校

小中学校の受付業務
及び学校事務 1名 午前8時15分～午後3時 パソコン操作のできる

人、普通運転免許

⑭ 臨時業務員 市内
小中学校

小中学校の維持管理
業務 若干名 午前7時15分～午後2時 危険物取扱有資格者、

普通運転免許

⑮ 臨時特別支援
教育支援員

市内
小中学校

小中学校で特別支援を要
する児童生徒の介助・支援 若干名 午前8時～午後4時のうち

4時間
特別支援教育に熱意の
ある人

⑯ 学童クラブ
補助指導員

小学校内学童
クラブ

放課後や夏休みなどの
遊びや生活の補助指導 若干名

平日…放課後～午後6時45分
のうち３時間以内
休日…午前7時45分～午後6
時45分のうち6時間以内

生涯学習課
（内線1231）

⑰ 嘱託相談員 社会福祉課 生活困窮に係る自立相
談・支援業務 若干名 午前9時～午後5時15分の

うち6時間45分 福祉関係の業務経験の
ある人、パソコン操作の
できる人、普通運転免許

社会福祉課
（内線1253）

⑱ 嘱託相談員 社会福祉課 就労支援員 1名 午前9時～午後5時15分の
うち6時間45分

⑲ 臨時事務員 健康推進課 予防接種関連事務 1名 午前8時30分～午後3時15分 パソコン操作のできる
人、普通運転免許

健康推進課
（内線1177）

応募締切…２月15日（金）　
雇用期間…2019年４月１日～2020年３月３１日
※募集案内・応募書類は各担当課にあります（詳細の問い合わせも各担当課へ）。

各種証明書のコンビニ取得サービスが始まります！
　平成31年3月1日から、お近くのコンビニなどで各種証明書が取得できるようになり、住民票、戸籍全
部（個人）事項証明書、戸籍の附票、印鑑登録証明書、所得・課税・扶養証明書の5種類が取得可能です。
サービスの利用には顔写真つきの「マイナンバーカード」が必要です。詳細は、お問い合わせください。

問合せ●市民環境課（内線1153・1155）

2019年度
嘱託・臨時職員募集
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受付期間…2月1日（金）～８日（金） ※土・日は除く
　　　　　午前８時３０分～午後５時15分
申込み場所…長野県住宅供給公社 岡谷管理センター
　　　　　　（都市計画課内）

抽選会・入居説明会…2月１3日（水） 午後１時３０分～３時（予定）
　　　　　　　　　　市役所4階 401B会議室
入居指定日…3月１日（金）

市営住宅 入居者募集

※家賃は、合算された所得額や同居者数により幅があります。
※裁量世帯（所得月額が158,001～ 214,000円）の世帯は
上記の家賃範囲ではありません。 

【募集団地】  ※募集住宅は見学できます。入居資格や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。

団地名 所在地 建設年度 規模 構造 募集階 募集戸数 家賃（円） 駐車場（円）エレベータ 単身入居
学ヶ丘 赤羽2 S53 3DKB 5階建 4・5階 2 17,900～ 26,700 3,700
堂前 郷田1 S54 3DKB 3階建 1・2階 3 19,200～ 28,600 3,500
中村A-1 長地梨久保2 S56 3LDKB 3階建 3階 1 20,000～ 29,800 3,500
中村A-2 長地梨久保2 S56 3LDKB 3階建 2階 1 20,000～ 29,800 3,500
中村C-1 長地梨久保2 S63 3DKB 4階建 4階 1 21,000～ 31,400 3,500
中村C-2 長地梨久保2 H10 3DKB 4階建 4階 2 29,500～ 44,000 3,500
小萩K-1 長地小萩2 S58 2DKB 4階建 3階 1 17,400～ 25,900 3,500
小萩K-2 長地小萩2 S59 3LDKB 4階建 4階 2 22,600～ 33,600 3,500
小萩K-3 長地小萩2 S61 3LDKB 4階建 2・3・4階 3 23,200～ 34,600 3,500
小萩K-3 長地小萩2 S61 4LDKB 4階建 1階 1 26,800～ 39,900 3,500
加茂A 加茂町2 S45 1KB 7階建 1階 1 8,500～ 12,700 4,000 有 可
加茂A 加茂町2 S45 3KB 7階建 7階 2 11,500～ 17,100 4,000 有 可
加茂B 加茂町2 S47 3KB 8階建 6・7階 3 13,000～ 19,400 4,000 有 可

通
年
募
集

高尾T-1 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 2・3階 2 20,300～ 30,300 2,400 可
高尾T-1 川岸中1 S57 4LDKB 3階建 3階 1 24,400～ 36,300 2,400 可
高尾T-2 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 2・3階 2 20,300～ 30,300 2,400 可

　問合せ●長野県住宅供給公社 岡谷管理センター（内線１３３６）
　　　　　都市計画課（内線1337）

規模表示…数字：室数、Ｋ：台所、ＤＫ：台所兼食事室、ＬＤＫ：ＤＫ兼居間、Ｂ：浴室（浴槽無）、Ｙ：浴室（浴槽有）
（注）募集住戸は一部を除き「Ｂ：浴室（浴槽無）」ですが、前入居者が使用した浴槽で新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。

　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除
の対象となります。申告する際には、１年間に納付した金
額を証明する「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
を添付する必要があります。この証明書は、昨年の11月
上旬に日本年金機構から送付されています。年の途中か
ら国民年金に加入した場合などで、昨年10月2日以降に
初めて保険料を納付した人には、２月上旬に同様の証明
書が送付されます。
　２年前納した保険料については、「全額を納めた年に控
除する方法」か「各年分の保険料に相当する額を各年に控
除する方法」を選択することになります。
　また、家族の保険料を納付した場合も、その納付額の

全額が控除対象となります。（確定申告の際には家族分
の証明書も一緒に添付してください。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一のときにも心強い味方です。そのために
も保険料は納め忘れのないようにしましょう。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を紛失した
場合は、再送しますので年金事務所へご連絡ください。
※詳しくはお問い合わせください。
電話受付…月曜日：午前８時30分～午後6時
　　　　　　　　　（祝日の場合は翌営業日）
　　　　　火～金曜日：午前８時30分～午後4時
　　　　　第2土曜日：午前9時30分～午後3時

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１

納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です！
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